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特定費用準備資金等取扱規則 

 
平成30年6月28日理事会決定 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 特 定 費 用 準 備 資 金 及 び 特 定 の 資 産 の 取 得 又 は 改 良

に 充 て る た め に 保 有 す る 資 金 の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と

を 目 的 と す る 。  

 

（定 義） 

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ の 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 1 ） 特 定 費 用 準 備 資 金  公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に

関 す る 法 律 施 行 規 則 ( 以 下 「 認 定 法 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 1 8 条 第 1

項 本 文 に 定 め る 将 来 の 特 定 の 活 動 の 実 施 の た め に 特 別 に 支 出 す る 費 用

（ 事 業 費 又 は 管 理 費 と し て 計 上 さ れ る こ と と な る も の に 限 る 。 ） に 係

る 支 出 に 充 て る た め の 資 金 を い う 。  

（ 2 ） 特 定 資 産 取 得 等 資 金  認 定 法 施 行 規 則 第 2 2 条 第 3 項 第 3 号 に 定 め

る 特 定 の 財 産 の 取 得 又 は 改 良 に 充 て る た め に 保 有 す る 資 金 を い う 。  

（ 3 ） 特 定 費 用 準 備 資 金 等  上 記 ( 1 ) 及 び ( 2 ) を 総 称 す る 。  

 

（原 則） 

第 ３ 条  こ の 規 則 に よ る 取 扱 い に つ い て は 、 認 定 法 施 行 規 則 に 則 り 行 う

も の と す る 。  

 

第２章 特定費用準備資金 

 

（特定費用準備資金の保有） 

第 ４ 条  公 益 社 団 法 人 東 京 グ ラ フ ィ ッ ク サ ー ビ ス 工 業 会 （ 以 下 、 こ の 法

人 と 称 す る ） は 、 特 定 費 用 準 備 資 金 を 保 有 す る こ と が で き る 。  

 

（特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き） 

第 ５ 条  こ の 法 人 が 、 前 条 の 特 定 費 用 準 備 資 金 を 保 有 し よ う と す る と き



は 、 会 長 は 、 事 業 ご と に 、 そ の 資 金 の 名 称 、 将 来 の 特 定 の 活 動 の 名 称 、

内 容 、 計 画 期 間 、 活 動 の 実 施 予 定 時 期 、 積 立 額 、 そ の 算 定 根 拠 を 理 事

会 に 提 示 し 、 理 事 会 は 、 次 の 要 件 を 充 た す 場 合 に お い て 、 事 業 ご と に 、

承 認 す る も の と す る 。  

（ 1 ） そ の 資 金 の 目 的 で あ る 活 動 を 行 う こ と が 見 込 ま れ る こ と 。  

（ 2 ） 積 立 限 度 額 が 合 理 的 に 算 定 さ れ て い る こ と 。  

 

（特定費用準備資金の管理・取崩し等） 

第 ６ 条  前 条 の 特 定 費 用 準 備 資 金 に は 、 貸 借 対 照 表 及 び 財 産 目 録 上 名 称

を 付 し た 特 定 資 産 と し て 、 他 の 資 金 （ 他 の 特 定 費 用 準 備 資 金 を 含 む ）

と 明 確 に 区 分 し て 管 理 す る 。  

２  前 項 の 資 金 は 、 そ の 資 金 の 目 的 で あ る 支 出 に 充 て る 場 合 を 除 く ほ か 、

取 り 崩 す こ と が で き な い 。  

３  前 項 に か か わ ら ず 、 目 的 外 の 取 崩 し を 行 う 場 合 に は 、 会 長 は 、 取 崩

し が 必 要 な 理 由 を 付 し て 理 事 会 に 付 議 し 、 そ の 決 議 を 得 な け れ ば な ら

な い 。 積 立 計 画 の 中 止 、 積 立 限 度 額 及 び 積 立 期 間 の 変 更 に つ い て も 同

様 と す る 。  

 

第３章 特定資産取得等資金 

 

（特定資産取得等資金の保有） 

第 ７ 条  こ の 法 人 は 、 特 定 資 産 取 得 等 資 金 を 保 有 す る こ と が で き る 。  

 

（特定資産取得等資金の保有に係る理事会承認手続き） 

第 ８ 条  こ の 法 人 が 、 前 条 の 特 定 資 産 取 得 等 資 金 を 保 有 し よ う と す る と

き は 、 会 長 は 、 資 産 ご と に 、 そ の 資 金 の 名 称 、 対 象 と な る 資 産 の 名 称 、

目 的 、 計 画 期 間 、 資 産 の 取 得 （ 以 下 「 資 産 取 得 等 」 と い う 。 ） の 予 定

時 期 、 資 産 取 得 等 に 必 要 な 最 低 額 、 そ の 算 定 根 拠 を 理 事 会 に 提 示 し 、

理 事 会 は 、 次 の 要 件 を 充 た す 場 合 に お い て 、 資 産 ご と に 、 承 認 す る も

の と す る 。  

２  そ の 資 金 の 目 的 で あ る 資 産 を 取 得 し 、 又 は 改 良 す る こ と が 見 込 ま れ

る こ と 。  

３  そ の 資 金 の 目 的 で あ る 資 産 取 得 等 に 必 要 な 最 低 額 が 合 理 的 に 算 定 さ

れ て い る こ と 。  



 

（特定資産取得等資金の管理・取崩し等） 

第 ９ 条  前 条 の 特 定 資 産 取 得 等 資 金 に つ い て は 、 貸 借 対 照 表 及 び 財 産 目

録 上 名 称 を 付 し た 特 定 資 産 と し て 、 他 の 資 金 （ 他 の 特 定 資 産 取 得 等 資

金 を 含 む ） と 明 確 に 区 分 し て 管 理 す る 。  

２  前 項 の 資 金 に つ い て は 、 そ の 資 金 の 目 的 で あ る 支 出 に 充 て る 場 合 を

除 く ほ か 、 取 り 崩 す こ と が で き な い 。  

３  前 項 に か か わ ら ず 、 目 的 外 の 取 崩 し を 行 う 場 合 に は 、 会 長 は 、 取 崩

し が 必 要 な 理 由 を 付 し て 理 事 会 に 付 議 し 、 そ の 決 議 を 得 な け れ ば な ら

な い 。 積 立 計 画 の 中 止 、 資 産 取 得 等 に 必 要 な 最 低 額 及 び 積 立 期 間 の 変

更 に つ い て も 同 様 と す る 。  

 

第４章 公表及び経理処理 

 

（特定費用準備資金等の公表） 

第 1 0 条  特 定 費 用 準 備 資 金 等 の 公 表 に つ い て 、 資 金 の 取 崩 し に 係 る 手 続

き 並 び に 特 定 費 用 準 備 資 金 に つ い て は 積 立 限 度 額 及 び そ の 算 定 根 拠 を 、

特 定 資 産 取 得 等 資 金 に つ い て は 資 産 取 得 等 に 必 要 な 最 低 額 及 び そ の 算

定 根 拠 を 、 定 款 第 4 4 条 第 2 項 に よ る 事 務 所 へ の 据 え 置 き 、 及 び 閲 覧 を

行 う 。  

 

（特定費用準備資金等の経理処理） 

第 1 1 条  特 定 費 用 準 備 資 金 に つ い て は 、 公 益 認 定 法 施 行 規 則 第 1 8 条 第 1

項 、 第 2 項 、 第 4 項 、 第 5 項 及 び 第 6 項 に 基 づ き 、 経 理 処 理 を 行 う 。  

２  特 定 資 産 取 得 等 資 金 に つ い て は 、 公 益 認 定 法 施 行 規 則 第 2 2 条 第 4 項

の 準 用 規 定 に 基 づ き 、 経 理 処 理 を 行 う 。  

 

第５章 雑 則 

 

（法令等の読替え） 

第 1 2 条  こ の 規 則 に お い て 引 用 す る 条 文 の 条 数 ・ 項 番 号 等 が 、 関 係 法 令

の 改 正 等 に 伴 い 変 更 さ れ た 場 合 に お い て は 、 関 係 法 令 の 改 正 等 の 内 容

に 対 応 し て 適 宜 読 み 替 え る も の と す る 。  

 



（改 廃） 

第 1 3 条  こ の 規 則 の 改 廃 は 、 理 事 会 の 決 議 を 経 て 行 う 。  

 

（細 則) 

第 1 4 条  こ の 規 則 の 実 施 に 必 要 な 細 則 は 、 会 長 が 定 め る も の と す る 。  

 

附 則 

こ の 規 則 は 、 平 成 3 0 年 6 月 2 8 日 よ り 施 行 す る 。  


